
「リカレント教育エコシステム構築支援」審査要領 

標記事業における事業者の選考・審査を行うために設置された「リカレント教育エコシステム構

築支援」選考審査委員会の審査委員は下記について遵守しなければならない。 

記 

（秘密の保持） 

第１ 審査委員は、本審査で知り得た情報を口外してはならない。ただし公表されている内容はその

限りではない。 

（利害関係者の審査） 

第２ 審査委員は、競争参加者の中に次のいずれかに該当する者がいたときは、すみやかに文部科学

省総合教育政策局生涯学習推進課に申し出なければならない。 

① 競争参加者の業務計画書等の中に、何らかの形で審査委員自身が参画する内容の記載があっ

た場合。

② 審査委員が所属している法人等から申請があった場合

③ 審査委員自身が、過去５年以内に競争参加者から直接寄附を受けている場合

④ 審査委員自身が、過去５年以内に競争参加者と共同研究又は共同で事業を行い且つそのため

の資金を審査委員自身が直接受けている場合

⑤ 審査委員自身と競争参加者との間に、過去５年以内に商取引があり且つ競争参加者からその

対価を審査委員自身が直接受け取っている場合

⑥ 審査委員自身が、競争参加者の発行した株式または新株予約券を保有している場合

⑦ その他、競争参加者との間に深い利害関係があり、当該競争参加者の審査を行った場合に社会

通念上の疑義を抱かれるおそれがある場合

２ 前項の１号から６号に該当する場合、当該審査委員はその関係性を有する競争参加者の審査を

行ってはならない。また、７号に該当する場合、文部科学省は審査委員会に当該審査委員の審査

の可否についての決定を求めなければならない。ただし、当該審査委員自ら当該競争参加者の審

査を辞退した場合はその限りではない。 

３ 審査委員会は、前項の要請を受けた場合はただちに審査委員の中から委員長を選任し、当該審査

委員の審査の可否について決定しなければならない。また、審査委員会は、前項の要請を拒否す

ることもできる。 

４ 審査委員は、前項により審査委員会が審査を行ってはならないことを決定した場合又は要請を

拒否した場合はその関係性を有する競争参加者の審査を行ってはならない。 

（不正な働きかけ） 

第３ 審査委員は、当該審査について不公正な働きかけがあった場合は、速やかに文部科学省総合

教育政策局生涯学習推進課に報告しなければならない。 

２ 文部科学省は前項の報告を受けた場合は、適切に対処しなければならない。 



審 査 基 準 
 

 

Ⅰ 契約予定者の選定方法  

 

審査委員会において、申請団体から提出された業務計画書等について書

類選考を実施し、評価点が最も高い者から順に複数者を採択案件に決定す

る予定である。その場合、必要に応じて、各者が重点的に業務に取り組む

対象業界を指定する。なお、審査にあたっては、申請団体に対して、提出

書類の内容の確認や変更、追加資料の提出等を求めることがある。 

 

Ⅱ 評価方法  

 

   Ⅲに示す評価項目について、以下の採点基準に基づき点数化する。そし

て、各委員が各々評価した合計点数を平均したものを当該申請団体の評価

得点とする。 

 

１．「１．事業実施主体に関する評価項目」及び「２．事業内容に関する評価

項目」に係る評価 

 

別添の「リカレント教育エコシステム構築支援 評価項目の得点配分基

準」に基づき、各項目５段階で採点を行うものとする。 

   

 大変優れ

ている 

優れている 普通 劣っている 不適当 

２０点満点 ２０ １６ １０ ４ ０ 

１５点満点 １５ １２ ８ ３ ０ 

１０点満点 １０ ８ ５ ２ ０ 

５点満点 ５ ４ ３ ２ ０ 

 

２．「３．ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価項目」に係る評価 

 

以下の認定等の中で該当する最も配点の高い区分により評価を行う。な

お、内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人につ

いては、相当する各認定等に準じて評価する。 

 



○えるぼし認定等（女性活躍推進法） 

・認定段階１（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと）＝２点 

・認定段階２（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと）＝２．５点 

・認定段階３＝３点 

・プラチナえるぼし認定＝５点 

・行動計画策定済（女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務 

が無い事業主（常時雇用する労働者の数が１００人以下のもの）に限る（計画 

期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）＝１．５点 

○次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・トライ

くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業） 

・くるみん認定①（平成２９年３月３１日までの基準）（次世代法施行規則等の

一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第３１号。以下「平成２９年改正

省令」という。）による改正前の次世代法施行規則第４条又は平成２９年改正省

令附則第２条第３項の規定に基づく認定）＝２点 

・トライくるみん認定＝２．５点 

・くるみん認定②（平成２９年４月１日～令和４年３月３１日までの基準）（次

世代法施行規則の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第185 号。以下

「令和３年改正省令」という。）による改正前の次世代法施行規則第４条又は令

和３年改正省令附則第２条第２項の規定に基づく認定（ただし、①の認定を除

く。））＝２．５点 

・くるみん認定③（令和４年４月１日以降の基準）（令和３年改正省令による改

正後の次世代法施行規則第４条第１項第１号及び第２号の規定に基づく認定）＝

２．５点 

・プラチナくるみん認定＝５点 

 

○青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定 

・ユースエール認定＝３点 

 

○上記以外＝0点 

 

Ⅲ 評価項目  

 

１．事業実施主体に関する評価  

（１）事業実施に必要な人員・組織体制が整っていること。  

（２）業務管理を適切に遂行できる体制を有していること。  

（３）産学連携、リカレント教育に関する実務に精通しているとともに、事業



を適切に遂行するためのノウハウを有していること。  

（４）事業を効果的に遂行するために有用な、補助金審査業務、伴走支援や広

報周知業務に関する実績・知見等を有していること。  

（５）財務状況の評価により経営基盤が確立していること。  

 

２．事業内容に関する評価項目  

（１）事業の目標・計画が具体的に設定され、実現性・妥当性があること。  

（２）補助事業の選定委員会事務局業務の方法及び内容が具体性・適正性・効

果性・効率性に優れていること。  

（３）大学等の教育プログラムの開発・実施等に関する伴走支援の方法及び内

容が具体性・適正性・効果性・効率性に優れていること。  

（４）大学等の教育プログラムに関する調査分析・広報周知の方法及び内容が

具体性・適正性・効果性・効率性に優れていること。 

（５）妥当な経費が示されていること。  

 

３．ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価項目 

（１）ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等又は内閣府男女共同

参画局長の認定等相当確認を有していること。 

 



①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

⑤

２事業内容に関する評価項目【55点満点】

妥当な経費が示されていること。

5点

合計 100

・くるみん認定③（令和４年４月１日以降の基準）（令和３年改正省令による改正後の次世代法施行規則第４条第１項第１号
及び第２号の規定に基づく認定）＝２．５点
・プラチナくるみん認定＝５点

○青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定
・ユースエール認定＝３点

○上記に該当する認定等を有しない＝0点

10点

10点

10点

20点

5点

・プラチナえるぼし認定＝５点

以下の認定等の中で該当する最も配点の高い区分により評価を行う。なお、内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受け
ている外国法人については、相当する各認定等に準じて評価する。

○えるぼし認定等（女性活躍推進法）
・認定段階１（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと）＝２点
・認定段階２（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと）＝２．５点
・認定段階３＝３点

３ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価項目【5点満点】

事業の目標・計画が具体的に設定され、実現性・妥当性があること。

補助事業の選定委員会事務局業務の方法及び内容が具体性・適正性・効果性・効率性に優れていること。

大学等の教育プログラムの開発・実施等に関する伴走支援の方法及び内容が具体性・適正性・効果性・効率性に優
れていること。
大学等の教育プログラムに関する調査分析・広報周知の方法及び内容が具体性・適正性・効果性・効率性に優れて
いること。

・くるみん認定②（平成２９年４月１日～令和４年３月３１日までの基準）（次世代法施行規則の一部を改正する省令（令和
３年厚生労働省令第185 号。以下「令和３年改正省令」という。）による改正前の次世代法施行規則第４条又は令和３年改正
省令附則第２条第２項の規定に基づく認定（ただし、①の認定を除く。））＝２．５点

・行動計画策定済（女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務が無い事業主（常時雇用する労働者の数が１００
人以下のもの）に限る（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）＝１．５点

○次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認
定企業）

・くるみん認定①（平成２９年３月３１日までの基準）（次世代法施行規則等の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省
令第３１号。以下「平成２９年改正省令」という。）による改正前の次世代法施行規則第４条又は平成２９年改正省令附則第
２条第３項の規定に基づく認定）＝２点

・トライくるみん認定＝２．５点

配点

リカレント教育エコシステム構築支援　評価項目の得点配分基準

１事業実施体制に関する評価項目【40点満点】

事業実施に必要な人員・組織体制が整っていること。 ５点

審査基準

財務状況の評価により経営基盤が確立していること。 ５点

業務管理を適切に遂行できる体制を有していること。 ５点

産学連携、リカレント教育に関する実務に精通しているとともに、事業を適切に遂行するためのノウハウを有して
いること。

10点

事業を効果的に遂行するために有用な、補助金審査業務、伴走支援や広報周知業務に関する実績・知見等を有して
いること。

15点
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